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Ⅰ はじめに
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【はじめに】

（１）管内の概況

当出張所の管轄は、根室振興局管内の根室市です。

根室市は、北海道の東の端に突き出した半島で、北をオホーツク海、南を太平洋に挟

まれ、付け根のオホーツク海側にトドワラ、北海シマエビで有名な野付・風蓮道立公園、

半島の先に日本の最東端といわれ、北方領土を望む納沙布岬があり、緩やかな傾斜地が

連続する地形で、海に突き出した半島のため、風が吹くことが多く、根室市の過去の最

大瞬間風速は２００６年１０月に４２．２ｍという記録があります。

気候は寒冷で、年間の最高気温が２５度、最低気温がマイナス１５度程度で、平均気

温は６度前後です。

総面積は５１２．６０平方㎞、人口は令和５年(2023 年)１２月３１日現在２３，０

０６人で、主たる産業が漁業のため、半島の沿岸部に小規模な集落が散在しています。

出張所が管理する道路・河川等の現況は、道路の管理延長が１１路線１２１．８㎞、

河川管理延長が１河川７．５㎞、急傾斜地が８箇所２３．１８ ha、海岸が２海岸

１８９．２㎞となっています。

（２）所管区域

根室市

（３）管内図
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（４）管理状況

○道路

路線数 延長㎞

主要道道 ２ 84.1

一般道道 ９ 37.7

合計 １１ 121.8

○河川

河川数 管理延長㎞

風蓮川水系 １ 7.5

合計 １ 7.5

○急傾斜

急傾斜地崩壊危険区域

箇所数 面積(ha)

８ 23.18

○海岸

海岸名 管理延長㎞

根室沿岸根室海岸 120.4

十勝釧路沿岸根室海岸 68.8

合計 189.2

※管理する海岸は、国土交通省水管理・国土保全局所管分



Ⅱ　道路施設編
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１．道路の維持管理実施計画

（１）道路管理一覧

主　要 ３５ 根室半島線 大正町通 46.2 46.2
道　道 １４２ 根室浜中釧路線 37.9 37.9

主要道道　計 84.1 84.1
一　般 ３１０ 花咲港線 花咲町通 5.4 5.4
道　道 ３１２ 根室停車場線 駅前通 0.1 0.1

３１３ 根室港線 花咲町通（はなさきロード） 0.8 0.8
７８０ 花咲港温根沼線 5.1 5.1
９５３ 別当賀酪陽線 5.1 5.1
９８９ 豊里歯舞線 5.1 5.1
１６４ 友知牧之内線 6.3 6.3

１１２３ 落石港線 2.6 2.6
１１２７ 初田牛厚床線 7.2 7.2

一般道道　計 37.7 37.7

合　計 121.8 121.8
N=１１路線

※延長の単位はｋｍ。令和５年４月１日現在の数値。出張所合計値はｍ単位の取りまとめ値により、合計とは合わない
　 主な街路名とは地元協議等により呼び名が一般化している路線を記載（愛称をかっこ書き）
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（R６年度(2024年度）釧路建設管理部・根室出張所）

備　　考区　分 路線番号 路　　線　　名 主な街路名（愛称等） 管理延長 パトロール延長



「作業内容別の維持管理水準一覧表」及び「R６年度（2024年度）実施計画」（釧路建設管理部　根室出張所管内）

○道路パトロール業務（通常、定期、夜間、異常時）により、道路の状況、利用状況等を把握し、維持管理水準に適合した場合に必要な作業を実施

【 道　 路 】

 予防管理型
 施設補修
（橋梁補修）

 橋梁補修
破損や劣化が確認された場合に、予防管理の取り組みを踏
まえた部分的な補修を実施

○道路パトロール（定期）、橋梁点検等結果を
基に、部分的な補修を実施

 橋梁塗装
部分的な”われ”や”はがれ”があり、錆が著しく発生している
場合に、予防管理の取り組みを踏まえた部分的な補修を実
施

○道路パトロール（定期）、橋梁点検等結果を
基に、部分的な補修を実施

施設補修
（トンネル等補修）

トンネル等補修
点検や早期の補修・修繕による措置を行い、長寿命化の取
り組みを実施

○道路パトロール（定期）、定期点検等結果を
基に、部分的な補修を実施

予防管理型、
対症管理型

施設補修
（道路附属物（小
規模附属物）補
修･更新）

道路附属物（小規模附
属物）補修･更新

定期点検による診断結果より、施設の長寿命化を図る。破
損や劣化により、安全性の確保に支障が生じる場合に、補
修･更新を実施

○道路パトロール（定期）、定期点検等結果を
基に、部分的な補修を実施

 対症管理型
 施設補修
（路面等補修）

 舗装補修
（パッチング）

局部的な穴ぼこや段差等の発生が見られ、走行車両に支障
が生じる場合に実施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要
箇所を実施

路面補修
（オーバーレイ）

わだち、ひび割れ等の発生が面的にみられ、走行車両に支
障が生じる又は生じる危険性がある場合に、路面状況に応
じて実施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要
箇所を実施

路面整正（砂利道）
融雪後、走行車両に支障が生じる場合に実施します。その
他、降雨等によりわだち掘れや穴ぼこ等が生じる場合に実
施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要
箇所を実施

砂利道区間及び事
前通行規制区間

 崩土除去、倒木処理、
路肩法面補修

局部的な法面崩落、倒木、路肩崩壊等が発生した場合に、
走行車両の通行確保のため、崩土除去や倒木処理、路肩
法面補修等の応急的な対応

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要
箇所を実施

 施設補修
（作工物補修）

 排水施設補修
破損や劣化により、排水施設がその機能を失い、安全性の
確保に支障が生じる場合に、補修や更新を実施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要
箇所を実施

 交通安全施設補修
破損や劣化により、防護柵等がその機能を失い、安全性の
確保に支障が生じる場合に、補修・更新を実施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要
箇所を補修。また、照明の球切れ等は道路パト
ロール（夜間）結果に基づき実施

 施設補修
（区画線）

 区画線設置
路面の中央線や、片側2車線以上の境界線は、春先に交通
安全上、運転者が確認できなくなる場合に塗り替え、またそ
の他の区画線は交差点等、特に必要な箇所について実施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要
箇所を実施

参考資料
図面表示

地域の特記事項等 備　考管理区分 区　分 内　容 維持管理水準
　　　　　R6年度（2024年度）実施計画
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「作業内容別の維持管理水準一覧表」及び「R６年度（2024年度）実施計画」（釧路建設管理部　根室出張所管内）

○道路パトロール業務（通常、定期、夜間、異常時）により、道路の状況、利用状況等を把握し、維持管理水準に適合した場合に必要な作業を実施

【 道　 路 】

参考資料
図面表示

地域の特記事項等 備　考管理区分 区　分 内　容 維持管理水準
　　　　　R6年度（2024年度）実施計画

 日常管理型
 機能回復
（除草）

 草刈り

交通安全上の支障が生じる場合に、市街地及び郊外地の
通学路の草刈りは、一人で通学を始める小学１年生を想定
し、上半身が確認できる程度の草丈に、通学路を除く郊外地
は安全施設を確認できる程度の草丈を目安に管理

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要
箇所を実施

草刈図

 伐開
沿道において倒れる恐れがある立木や、倒木が人や車両の
通行に支障が生じる場合に除去

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要
箇所を実施

 日常管理型  路面清掃
春先、降雨のあとの土砂が飛散した時等、人や車、沿道に
支障が生じる場合に、沿道状況などに応じて実施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要
箇所を実施

路面状況により＝
散水車+路面清掃
車又は散水車 （路
面清掃車）

路面清掃図

 機能回復
（清掃）

 法面等清掃
春先におけるゴミの散乱等により美観や環境に支障が生じ
た場合に実施、その他、ゴミの状況により排水施設に支障
が生じる場合等にも、清掃を実施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要
箇所を実施

 排水施設清掃 土砂によって著しく塞がっている箇所を優先して清掃を実施
○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要
箇所を実施

 機能回復
（植栽管理）

 樹木剪定
標識等が見えにくくならないよう、また歩行者や車両の通行
に支障が生じないように樹木毎に樹形を考慮し剪定を実施

○道路パトロール（通常）等結果を基に、必要
箇所を実施

　

 冬囲い
道内観光のイメージアップに寄与する沿道の中低木は、雪
害から樹木の育成を守るため、状況に応じて実施

○積雪時期迄に対象木をムシロ・縄等で囲う。

 必要経費  施設維持  機械購入修理費 管理車両の更新修理のための必要経費 ○路面清掃車、草刈り機械などの修理

 車庫等整備 管理車両の車庫等更新修理のための必要経費 ○管内の車庫等の雨漏り補修他

 道路附属施設等経費
照明灯等の電気料金や、トンネル非常用設備等の電話料
金、通信料金等

○照明の節電対象路線拡大を検討

 施設維持
（道路附属）

 道路附属施設の
 保守点検・補修

気象観測収集装置やトンネルの非常用設備は老朽化や欠
損による不具合が生じないように、定期的な点検と機器の補
修を実施

○委託業務により保守点検を実施
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路面整正（砂利道）・パトロール（夏期）地区区分図
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釧路建設管理部

釧路建設管理

R5国地情複第４６８号」

地区

DID区間

DIDを除く区間

砂利道 無し
事前規制 無し



草刈・清掃地区区分図
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地区 清掃水準 草刈り水準

市街地

郊外地

山地

公園界（名称）

春先、降雨のあとの土砂が飛散した時等、人や
車、沿道に支障が生じる場合に、市街地では年
３回程度、山地を除く郊外地では年２回程度を目
安に実施。

交通安全上の支障が生じる場合に、市街地及び
郊外地の通学路の草刈りは、一人で通学を始め
る小学１年生を想定し、上半身が確認できる程
度の草丈に、通学路を除く郊外地は安全施設を
確認できる程度の草丈を目安に管理。

釧路建設管理部

釧路建設管理部

R５ 国地情複第４６８号」


